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何故いまグランドデザインを検討するのか 1

蘆花記念公園は、風光明媚な逗子市の特徴を表す風致公園として市
民に愛されていますが、一部の施設は、法令上や老朽化等の問題により
長らく利用されていない状態が続いています。
しかし、近接する長柄桜山古墳群第１号墳の整備完了、公開に伴い、
ビジターセンターや公衆トイレ等の整備も望まれる一方、地域住民からは、
津波避難対策や備蓄等の防災機能の向上を望む声があります。
このため、公園内にある各施設のあり方を単体で考えるのでなく、公園
全体に長柄桜山古墳群を含めた一体のエリアとして、地域住民や公園利
用者と対話をしながら逗子市の魅力向上に資するグランドデザインを描く
ことになりました。



旧脇村邸の経緯 2

●1933年
三井物産常務取締役だった藤瀬政次郎氏の
妻、秀子夫人が別荘として建築
●1959年
経済学者の脇村義太郎氏が取得
●1997年
脇村氏の死去後、遺族が国に物納
●2007年
市民の保全要望をうけ、逗子市が取得し公
園内施設として管理

以後、市民団体のボランティアによる維持管
理、年１回程度の限定公開を行っている

◆旧脇村邸
昭和８年竣工
木造２階 408.93㎡
景観重要建造物
登録有形文化財



旧郷土資料館の経緯 3

●1912年
横浜の実業家の別邸として建築
●1917年
徳川宗家第16代当主家達の別邸として使
われた。1944年に民間企業に渡る
●1984年
逗子市が取得し、市制施行30周年を記念し
て郷土資料館として開館
●2018年
財政対策プログラムにより利用停止
●2020年3月
一定の役割は果たしたとして用途廃止

◆旧郷土資料館
大正元年竣工
木造平屋（2棟）
197.27㎡、75.33㎡



旧野外活動センター・第一第二休憩所の経緯 4

●1969年
民間企業の社員寮として建設
●1984年7月
逗子市が取得し「青少年野外教育セン
ター」として開設
●2006年6月
宿泊機能が建築基準法の用途規制に適合
していないことが判明し閉鎖
約21年間活用
木造建築は休憩所として使用を継続
●2016年～2017年
市民団体が逗子市の協働事業提案制度等
を用い建物の活用に向け検討を開始
居住型の交流施設としての活用を提案す
るが、合意形成が得られず活動休止

◆旧野外活動センター
昭和44年竣工
壁式RC造3階
835㎡

◆第一、第二休憩所
昭和34年竣工
木造平屋（2棟）
145.19㎡、99.17㎡

旧野外活動センター

第一休憩所 第二休憩所



長柄桜山古墳群の経緯 5

逗子市と葉山町の境界線上に位置する神奈川県最
大級の規模を有する２基の前方後円墳
●1999年3月
葉桜団地西側の山頂（第1号墳）で近隣住民が埴輪
片を発見したことをきっかけにその存在が公に知ら
れるようになる
●1999年4月
県内の考古学研究者が西側約500mの丘陵頂部（第
2号墳）も同様の古墳であることを指摘し、その後の
試掘調査、測量調査、範囲確認調査等を経て、第1
号墳と同様の古墳であることが明らかとなった
●2024年4月
第1号墳の整備が完了し、一般公開開始

◆長柄桜山古墳群
国史跡指定

第１号墳

第２号墳



各施設の条件整理（１） 6

１．現存する施設 ２．条件等の整理

（都市計画公園）

◆旧脇村邸
昭和８年竣工
木造２階 408.93㎡
景観重要建造物
登録有形文化財

◆旧郷土資料館
大正元年竣工
木造平屋（2棟）
197.27㎡、75.33㎡

項目 内容 見解

用途地域 第一種低層住居専用地域
（都市計画公園内）

都市計画決定公園内ため公園施設
としての用途であれば利用可

用途変更 特殊建築物で床面積200㎡を超
えるものへ変更する場合

集会場機能が200㎡を超える場合
は建築確認申請が必要

構造 地震時の構造耐力を満たしてい
ない

耐震化が必要。面積が広く2階建て
のため費用大

内装制限 客席床面積100㎡以上
壁と天井の仕上材が制限される

面積が広く基本的に不燃化する必
要がある

３．考察

• 建物の価値が施設内で最
も高く評価され維持が望
まれる。

• 建築基準法第3条「その他
条例」に該当するよう景観
条例を改正し、建築審査
会の同意を得ることで構
造、内装制限の緩和が可
能。

項目 内容 見解

用途地域 第一種低層住居専用地域
（都市計画公園内）

都市計画決定公園内のため公園施
設としての用途であれば利用可

用途変更 特殊建築物で床面積200㎡を超
えるものへ変更する場合

１棟あたり200㎡未満のため建築確
認申請は不要

構造 地震時の構造耐力を満たしてい
ない

耐震化が必要。平屋のため費用は
抑えられる可能性あり

内装制限 客席床面積100㎡以上
壁と天井の仕上材が制限される

集会スペースを100㎡以内に抑えれ
ば制限なし

• 建物が小規模のため「そ
の他条例」の適用、建築
確認申請なく活用が可能。

• 建物規模、民家からの離
隔を考えると他施設よりも
活用へのハードルが低い。

• 建物の劣化が顕著で不確
定要素が多く改修計画が
立てづらい。



各施設の条件整理（２） 7

（条例公園）

◆旧野外活動センター
昭和44年竣工
壁式RC造3階
835㎡

◆第一、第二休憩所
昭和34年竣工
木造平屋（2棟）
145.19㎡、99.17㎡

項目 内容 見解

用途地域 第一種低層住居専用地域
（条例公園内）

法令上は住宅利用（低層住宅に係
る良好な住居の環境保護）が基本

用途変更 特殊建築物で床面積200㎡を超
えるものへ変更する場合

用途変更を要する部分が200㎡を超
える場合は建築確認申請が必要

構造 市が委託した結果は耐震性なし
新しい診断基準では耐震性があ
る可能性あり

そのまま利用できる若しくは軽微な
補強で使用できる可能性あり

内装制限 客席床面積100㎡以上
壁と天井の仕上材が制限される

面積が広く基本的に不燃化する必
要がある

１．現存する施設 ２．条件等の整理 ３．考察

• 老朽化が進んでいるので、
大規模な改修が必要。

• 2018年に住宅宿泊事業法
が施行され、2007年以前
の宿泊施設として復活で
きる可能性がある。

• 郷土資料、備品類等の倉
庫として、かなり面積を
使っているので整理が必
要。

項目 内容 見解

用途地域 第一種低層住居専用地域
（条例公園内）

法令上は住宅利用が基本。
集会場としての利用はできず登録し
た団体が休憩所として利用

用途変更 特殊建築物で床面積200㎡を超
えるものへ変更する場合

１棟あたり200㎡未満のため建築確
認申請は不要

構造 2006年に耐震補強工事を実施 老朽化が課題

内装制限 客席床面積100㎡以上
壁と天井の仕上材が制限される

集会スペースを100㎡以内に抑えれ
ば制限なし

• 耐震補強工事を実施して
いるものの老朽化が著しく
進んでいる。

• 休憩所の利用方法につい
て再検討が必要。



これまでの経緯を踏まえた前提条件 8

1. 各施設のあり方を単体で考えるのではなく、長柄桜山古墳群
を含めたグランドデザインを作成する。

2. 逗子市の魅力向上、市民の満足度向上に資するものとする。

3. 施設整備、維持管理を含め民間活力を最大限活用する。

4. 公園内であることや過去の経緯を踏まえ、基本的に各施設の
住居利用はしない。

5. 新たに道路などの公共施設整備を行うことは難しい。



グランドデザインの検討経緯 9

（１）蘆花記念公園内施設現地見学会
令和6年3月17 日（日） 午前9時～正午
来場者数 68 名
（２）第1回ワークショップ
令和6年5月18日（土）9時30分～12時20分
参加者24名
（３）第2回ワークショップ
令和6年7月20日（土）9時30分～正午
参加者35名
（４）第3回ワークショップ
令和6年8月17日（土）9時30分～正午
参加者31名

地域住民、公園利用者を中心に参加者を
募りグランドデザインを考えました。



基本方針 10

１．（自然・歴史・文化）

四季折々の表情がある豊かな自然や長柄桜山古墳群・徳川宗家・徳冨蘆

花等に由来する歴史・文化を守り、次世代へ繋げていくため、点在した各施

設の連携と役割分担を見直し、また生物の多様性を回復させる等、住民の

誇りになる環境を整える。

２．（子育ち・教育・交流）

自然に包まれた環境下で子ども達がのびのびと遊び、大人も含め世代を超

えて共に学び共に育つ生涯学習等の場として、多様な交流や活動ができる

環境を整える。



基本方針 11

３．（防災）

一部の施設については、災害時に地域住民や来訪者の一時避難施設とし

て活用すると共に、物資を備蓄することで安心して暮らし、レジャー等を楽し

める環境を整える。

４．（新たな魅力創出）

地域が保有している魅力をさらに高める施策として、飲食や文化体験、宿泊、

レジャー等の新たに滞在することの楽しさを提供できるサービスを創出する。

５．（地域住民や多様な人への配慮）

来訪者と車両の導線の明確化や施設利用のルールを適正に定める等、地

域住民が安心して暮らせる配慮を行う。また、ユニバーサルデザインを取り

入れ、誰もが快適に利用できる環境を整える。



基本方針 12

６．（整備費、維持・運営費の確保）

充実した施設整備、安定的な維持・運営を図るため、行政と民間事業者が

連携して持続的に資金調達が可能な仕組みを構築し、市民の多様な活動を

支える。

７．（経済の活性化・デジタル技術の活用）

地域の特色を高めるために地元の産業や企業を主軸に経済の活性化に取

り組むと共に、デジタル技術等を活用した利便性の向上、地域の魅力を市

内外に発信し、ローカルファーストを大切にしつつ新しいひとの流れをつくる。



基本方針 13

８．（仕事場の創出）

逗子での暮らしを豊かにするためには、市外に出向くことなく働ける場を創

出することが重要であり、地域資源を活用した魅力的な業種の雇用創出、

デジタル技術等を活用した多様な働き方の推進を図る。

９．（移住・定住促進）

当該エリア周辺の住みやすさや暮らしの中の楽しみを共有し、地元への愛

着を深めると共に、デジタルコンテンツ等を活用し広めることで子育て世代を

中心とした生産年齢人口層の移住・定住を促進する。



文化的な価値を持つ既存建築物
と恵まれた眺望を活用し、文化体
験やシティプロモーションを展開
するエリア

国指定遺跡の古墳と他ゾーンを結ぶ
豊な生態系を持つハイキングコース
を活用し、古墳時代から現代にかけ
ての歴史、自然を学ぶエリア

文化・観光ゾーン

防災・交流ゾーン

エリアマップとゾーニング 14

災害時の避難地として適度な標高
と広さを持つ地形を活かし、防災機
能を充実化させるとともに、子ども
達が遊び育ち、多様な世代が交流
するエリア

第1号墳

第2号墳

六代御前の墓

旧脇村邸

旧郷土資料館

旧野外活動センター

休憩所

歴史・自然ゾーン





施設別の利活用のアイディア 15

ワークショップにおいて、おおむね共感された利活用のアイディアです。
事業化を決定したものではなく、今後、法令上の精査や民間企業の参
画や補助金等の可能性、持続性、費用対効果等を調査したうえで事業
化を検討していきます。

•逗子市の魅力創出

•市民の満足度向上

（利用者・地域住民）

• 民間企業の参画• 国などの補助金

• 持続性 （稼げる仕組み）

活用

補助

維持

企業



施設別の利活用のアイディア 16

●旧脇村邸

・レストラン、カフェ ・体験学習施設 ・定期的な一般公開
・文化的サロン ・企業や団体の研修施設 ・撮影所

●留意事項・具体的な運用アイディア
• 閑静な住宅地内に位置しているため、静粛性や治安の維持に対する配
慮が必要

• 完全予約制にするなどの配慮が必要
• ふるさと納税の返礼品になるようなレストラン
• ウェディング、フィルムコミッション
• 茶道、書道、生け花、コンサート
• 歴史的価値、伝統構法などを維持するための管理計画が必要



施設別の利活用のアイディア 17

●旧郷土資料館
・古墳のビジターセンター ・公衆トイレ・郷土資料の季節展示
・レストラン、カフェ ・貸出スペース ・撮影所 ・展望広場

●留意事項・具体的な運用アイディア
• バーチャルやウェブでこれまでの歴史（蘆花、徳川16代当主家達、別荘文
化）を公開 ・施設名を変更する

• 別荘文化の証として本館を一部でも残し活用（減築）
• 和風、眺望の良さを利用してカフェ、レストラン、郷土資料展示は必要
• 外から入れるトイレ（有料でも可）
• レストランやカフェにする場合は、月替わりで出店募集
• 自然農家カフェ。畑を運営しながら食育・環境教育を行う施設
• 眺めのいい観光案内所（土日・祝日）



施設別の利活用のアイディア 18

●旧野外活動センター
・災害時の一時避難所 ・備蓄庫 ・宿泊施設 ・キャンプ場
・古墳のビジターセンター ・レストラン、カフェ ・集会施設 ・多目的ホール
・貸室、アトリエ、工房などのレンタル室 ・コワーキングスペース

●留意事項・具体的な運用アイディア
• 野外活動、地域住民のコミュニティ、創作活動の場
• 車の乗り入れは極力少なくし、ルールづくりが必要。六代御前のパーキン
グを活用する

• 宿泊施設とキャンプ場は体験学習の一環として利用
• 1階を多目的に活用できるフリースペースとし、3階を防災対策施設とする
• 海外からの滞在者が文化発信できる拠点に
• 未来世代（小中学生）が森に親しむきっかけになるよう安価で合宿や集会
ができる施設に



施設別の利活用のアイディア 19

●第一第二休憩所
・集会施設 ・宿泊施設
・貸室、アトリエ、工房などのレンタル室、ワーケーション施設

●留意事項・具体的な運用アイディアイキング、地域活動、地域外の人も利用できる休憩施設

• 予約はデジタルで。今は2ヵ月前だがイベントを考えると3ヵ月前が良い
• 市民活動に使える場。フリースクール、大広間的なスペースの有効活用
• 名称を変えて価値を上げ利用料金をとる（上げる）
• 10時～15時⇒地元民の集会、休憩15時～翌朝⇒宿泊ができるように



施設別の利活用のアイディア 20

●その他（古墳、ハイキングコース、炊事場、駐車場など）
・ハイキングコースの再整備
・野外炊事場の再整備 ・バーベキュー場

●留意事項・具体的な運用アイディア
• 野外炊事場、バーベキュー、キャンプ、市内で火がつかえる唯一の場所な
ので大切

• 高齢者、障がい者、様々な人も使いやすいユニバーサルデザイン
• タクシー会社とコラボして乗り合い、六代御前のパーキングを利用
• 不特定の利用者（観光客）の駐車は避けたい。障がい者、施設運営者、
予約利用者は台数を限定する

• 整備は必要だが人工的な構造物は要らない
• ハイキングコースの途中にトイレを設置



参考資料）旧脇村邸の間取り 21



参考資料）旧郷土資料館の間取り 22



事務事務室

トイレ

食堂

3階

2階

1階

赤く着色した内壁は構
造壁のため、取り払う
ことができません

参考資料）旧野外活動センターの間取り 23

Ｎ



参考資料）第一休憩所の間取り 24

Ｎ



参考資料）第二休憩所の間取り 25

Ｎ



第１号墳

128.7ｍ
第２号墳

100.5ｍ

広場
4.8ｍ

旧野外活動センター

11.5ｍ

旧脇村邸

10.5ｍ

旧郷土資料館

27.3ｍ

第二休憩所

23.3ｍ

第一休憩所

16.5ｍ

参考資料）各施設の標高 26


